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「
公
務
員
の
給
与
改
定
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
く

菅
内
閣
の
取
り
組
み
の
現
状
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
家
公
務
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
昨
年
の
人
事
院
勧
告
の
取
扱
い
を
巡
り
、
政
府
部
内
で
勧
告
を
上
回
る
引
下
げ
も
検
討

さ
れ
る
中
、
最
終
的
に
は
「
公
務
員
の
給
与
改
定
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
閣
議
決
定
）

に
お
い
て
、
「
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
つ
い
て
は
、
次
期
通
常
国
会
に
、
自
律
的
労
使
関
係
制
度
を
措
置
す
る
た
め
の
法

案
を
提
出
し
、
交
渉
を
通
じ
た
給
与
改
定
の
実
現
を
図
る
。
な
お
、
そ
の
実
現
ま
で
の
間
に
お
い
て
も
、
人
件
費
を
削
減
す
る

た
め
の
措
置
に
つ
い
て
検
討
し
、
必
要
な
法
案
を
次
期
通
常
国
会
か
ら
、
順
次
、
提
出
す
る
」
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ

い
て
は
、
当
該
通
常
国
会
が
開
会
す
る
に
当
た
り
、
本
閣
議
決
定
に
基
づ
く
取
組
み
の
現
状
及
び
「
有
言
実
行
」
を
標
榜
す
る

菅
内
閣
の
現
状
認
識
に
つ
い
て
以
下
七
項
目
に
わ
た
り
質
問
す
る
。

一

人
事
院
勧
告
を
上
回
る
水
準
で
の
給
与
引
下
げ
の
実
施
の
た
め
に
は
、
道
義
的
に
も
組
合
等
職
員
側
へ
理
由
を
挙
げ
て
説

明
し
、
一
定
程
度
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
も
の
と
考
え
る
が
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

二

本
日
現
在
、
私
の
把
握
す
る
限
り
、
人
事
院
勧
告
を
上
回
る
水
準
で
の
給
与
引
下
げ
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
国
家
公
務

員
は
い
な
い
が
、
内
閣
と
し
て
職
員
側
に
具
体
的
な
働
き
か
け
は
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
伺
う
。

一



三

就
任
以
来
、
こ
れ
ま
で
に
、
菅
総
理
、
片
山
総
務
大
臣
及
び
蓮
舫
前
公
務
員
制
度
改
革
担
当
大
臣
の
職
員
団
体
と
の
会
見

の
回
数
を
そ
れ
ぞ
れ
伺
う
。
ま
た
、
そ
の
中
で
、
人
事
院
勧
告
を
上
回
る
給
与
の
引
下
げ
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て

い
る
の
か
、
確
認
す
る
。

四

平
成
二
十
三
年
度
予
算
案
に
は
、
本
閣
議
決
定
に
基
づ
く
「
人
件
費
を
削
減
す
る
た
め
の
措
置
」
に
よ
る
効
果
を
算
入
し

て
い
る
の
か
、
確
認
す
る
。
算
入
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
伺
う
。

五

今
回
の
内
閣
改
造
で
、
公
務
員
制
度
改
革
担
当
は
蓮
舫
大
臣
か
ら
中
野
大
臣
に
交
代
と
な
っ
た
が
、
そ
の
理
由
を
伺
う
。

一
昨
年
夏
の
政
権
交
代
以
来
、
担
当
大
臣
が
頻
繁
に
交
代
し
て
い
る
が
、
菅
内
閣
と
し
て
こ
の
問
題
の
重
要
性
と
難
易
度
を

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
か
、
伺
う
。

六

「
有
言
実
行
」
を
標
榜
す
る
菅
内
閣
と
し
て
、
本
日
現
在
は
こ
の
閣
議
決
定
を
当
然
維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る

が
、
本
通
常
国
会
に
お
い
て
関
連
法
案
を
提
出
す
る
決
意
に
つ
い
て
伺
う
。

七

職
員
側
へ
の
説
明
と
理
解
を
得
る
手
続
き
に
は
相
当
の
時
間
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
が
、
当
該
手
続
き
を
ど
の
よ
う

な
段
取
り
で
進
め
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る
の
か
、
内
閣
の
方
針
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

二


